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庁舎
主要機能

太陽光パネル 木仕上による温かみのある内部空間の例庁舎断面イメージ庁舎断面イメージ

市
民
協
働

情報コーナー・
多目的ホール

国道
42号

ごぼう
プラザ

新庁舎

免震層

寺内町

天田橋熊野古道
日高川

西川

国道42号
熊野街道

紀州鉄道

御坊市立
御坊小学校

日高別院

御坊市図書館御坊市図書館

御坊郵便局御坊郵便局

御坊商工会議所御坊商工会議所

小竹八幡神社小竹八幡神社

新庁舎新庁舎

御坊市社会福祉協議会御坊市社会福祉協議会

基本計画における 5つの基本方針

❶ 安全・安心な庁舎
・防災拠点機能の導入
・災害対策本部及び備蓄倉庫の設置
・セキュリティ機能の強化

❷ わかりやすく親しまれる庁舎
・分散する庁舎機能の一元化
・わかりやすい案内機能の設置
・市民の憩いのスペースを確保

❹ 経済的・効率的で環境にやさしい庁舎
・省エネルギー化や自然エネルギーの導入促進
・長期的に使用できる構造や資材の導入による
ライフサイクルコストの縮減

❺ 議会施設の整備

❸ 利用者にやさしい庁舎
・ユニバーサルデザインやバリアフリーの導入促進
・誰にでもわかりやすいフロア計画

御坊市は古くから日高別院を中心として寺内町が発展し、
熊野街道・海運といった交通の要所として栄えてきました。
豊かな自然環境に恵まれる一方で、南海トラフ巨大地震や
台風被害などの大規模災害に備える必要があります。
基本計画では下記の5つの基本方針を示しています。

今回の新庁舎建設において、このような歴史文化を活かした
街の活性化に寄与し、自然と調和する、御坊市にふさわしい
新庁舎づくりにおいて、上記の基本計画で示された基本方針
を基に下記の３点を重視します。

南海トラフ巨大地震及びそれに伴う津波被害に備えるため、主要な庁舎機能
を２階以上に配置し、１階と２階の間に免震層を配置した「中間層免震構造」
を採用します。また、台風や集中豪雨による内水氾濫などの自然災害への対
策を施し、御坊市の防災拠点施設として機能する庁舎づくりを目指します。

主要な前面道路である国道 42 号に面して庁舎内に市民や職員の活動ス
ペースを設ける事で、外部から内部の活動が見受けられるような庁舎の顔づ
くりを行います。また 1 階内部には市の情報コーナーや多目的ホール、外部
には国道 42 号に沿って市民が活動できる「ごぼうプラザ」を整備して街の
活性化を育む庁舎づくりを行います。

災害時の自立稼働を見据え、太陽光や雨水利用、その他自然エネルギーを
積極的に活用するとともに、エネルギーの高効率化を図り、永く使い続けら
れる環境配慮型の庁舎づくりを行います。また、豊富な県産材を内外装に
活用し、市民が親しみを持てる庁舎づくりを行います。

1自然災害に対応できる頑強な庁舎 2街を活性化するシンボルとなる庁舎 3永く使い続けることのできる環境配慮型の庁舎

古くから交通の要所として発展してきた御坊市の魅力を活かし、街の活性化のシンボルとなる庁舎

１. 設計コンセプト

１. 設計コンセプト
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▲外壁構成イメージ

市民協働・ごぼうプラザ

連携

執務エリアコア

エントランス 多目的ホール

■建築概要

：市庁舎
：地上5階(R階：屋上機械室、PH階：ホバリングスペース)
：鉄筋コンクリート造(一部プレストレストコンクリート造)
：29.3m
：2282㎡(庇、付属棟等含む)、1862㎡(新庁舎)
：7177㎡（本体：6733㎡、倉庫・ゴミ置場：444㎡）
：来庁者用：65台(思いやり駐車場2台含む)、
公用：92台(議会、報道含む)、北側(臨時)：56台
：自転車：70台、バイク：50台
：車庫・倉庫(平屋、鉄骨造、126㎡)
  駐輪場(84㎡)、バイク置場(112㎡)

□主要用途
□規模
□構造種別
□建築物の高さ
□建築面積
□延床面積
□駐車台数

□駐輪台数
□付属棟

※参考情報：既存庁舎と新庁舎の比較

■構造概要

：Ⅰ類、A類、甲類
：中間層免震構造
：純ラーメン構造
：杭基礎(液状化対策を施す)

□耐震安全性の目標
□構造形式
□架構形式
□基礎形式

■電気設備概要

：屋外キュービクル型
：3相3線200Ｖ屋外キュービクル型ディーゼル発電設備、
（備蓄：3日分、連続運転：168時間分）
：10kW相当
：LED照明（人感センサー、明るさセンサー制御等）
：構内情報通信網配管設備、情報表示設備（電気時計、館内
インフォメーション）、映像・音響設備、議場設備、委員会設備、
議員出退表示設備、誘導支援設備（インターホン、トイレ呼出、
誘導音サイン）、　テレビ共同受信設備等
：非常用照明設備、誘導灯設備、業務兼用型非常放送設備、
自動火災報知設備、雷保護設備
：入退室管理設備、監視カメラ設備

□受変電設備
□発電機設備

□太陽光発電設備
□電灯設備
□情報・通信設備

□防災設備

□防犯設備

■空気調和設備概要

▲新庁舎北側外観イメージ

□空調設備

□換気設備

□排煙設備
□自動制御設備

□衛生器具

□給水設備

□給湯設備
□排水設備
□消火設備
□ガス設備

：執務室・共用部など（電気ヒートポンプ）
サーバー室、24 時間系統、災害時利用室（電気ヒートポンプ、
非常時稼働）
：居室（第1種、第2種換気）、
倉庫等（第3種換気）、湯沸、便所等（第3種換気）
：自然排煙
：ビルエネルギー管理システム(BEMS)

■給排水衛生設備概要

：節水型器具
  （大便器：壁掛型(中水仕様)、小便器：壁掛け型(中水仕様)、
自動水栓、節水・節湯型水栓）
：給水系統　上水、雑用水の2系統
：給水方式　上水、雑用水とも受水槽＋加圧給水方式、雑用水槽　
躯体ピット利用
：床置型電気温水器・ガス給湯器による局所給湯方式
：（屋外）汚水・雨水合流、（屋内）汚水・雑排水分流、浄化槽設備
：屋内消火栓、連結送水管、パッケージ消火(窒素)、消火器
：液化石油ガス

各階に庇（バルコニー）を設けて水平ラインを強調する事で寺内町の歴史
的な街並みをイメージさせるような “御坊市らしい” デザインとします。
【コア】
新庁舎の東側は主に職員が利用する階段や書庫・倉庫、設備スペースで多
くを構成しているため、壁面を主体とした外壁構成とし、必要な部分に開
口を設けます。
【執務エリア】
自然採光や自然換気等に必要な開口を設けると共に、日射を考慮してバラ
ンスよく壁面を配置します。
【市民協働エリア・ごぼうプラザ】
新庁舎北西部には庁舎の顔ともなる、市民と職員の活動の場「市民協働エ
リア」は開口部を大きく設え、外部からも活動が感じられる構成とします。
また、1階の多目的ホールは「ごぼうプラザ」と隣接して設けることで様々
なイベントに外部と内部が連携して対応する事ができます。

外装の考え方

既存庁舎
延床面積

建築時の人口

建築時の職員数 (庁舎内 )

建築時の市議会の議員数

行政棟・議会棟・教委
約 7,334 ㎡

昭和 45年国勢調査人口
30,573 人

昭和 48年度 (4 月時点 )
202 人
23 人

新庁舎 (本体 )
約 6,733 ㎡

平成 27年国勢調査人口
24,801 人

新庁舎建設基本計画の想定
246 人
14 人

新庁舎

２. 計画概要

2 . 計画概要
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執務空間

市民協働

凡例

コア

職　員（車　両）動線

一　般（車　両）動線

来庁者（歩行者）動線

職　員（歩行者）動線

搬入動線

来庁者（車　両）動線

ペイブメント

N

 1 階配置平面図　　Ｓｃａｌｅ＝1/600

●駐車台数

　来庁者用　　：

　公用　　　　：

　議会用　　　：

　報道用　　　：

　市長・議長車：

　思いやり　　：

　臨時　　　　：

●駐輪台数

　自転車　　　：

　バイク　　　：

63台

70台

14台

4台

2台

2台

56台

70台

50台

基本方針
・新庁舎は現庁舎南側の駐車場を敷地として配置します。
・現庁舎解体後その敷地を駐車場としてまとまったスペースを
確保する事で、災害時の災害活動が行いやすい計画とします。
・駐車場は東側を公用車駐車場、西側を来庁者として分かりや
すく区分し、市道を挟んで北側には臨時駐車場を整備します。
・直線で見通しの良い敷地内通路や横断歩道を設置し、安
全な歩行空間の整備を行います。

熊野街道沿いの交流空間づくり
・新庁舎の西側熊野街道 ( 国道 42 号線 ) 沿いに「ごぼうプ
ラザ」を計画します。また、「ごぼうプラザ」沿いに多目的ホー
ルを設置する事でイベント時に建物内外で連携して利用で
き、庁舎に活気を生み出す市民の交流の場となります。

わかりやすく安全な動線・駐車場計画
・一般車両は現況と変わらず基本的に西側の国道からの出入
りとし、安全な車両動線とします。
・駐車場は出入り口以外を一方通行とし、できるだけ車両のす
れ違いを少なくします。
・来庁者用駐車場は敷地内に合計65台を確保します。
・公用車駐車場は敷地内北東部に確保し南北に車両の出入り
口を設けます。台数は公用車70台、議会用14台、報道用
4台を確保します。
・市道を挟んで北側には臨時駐車場を整備し、イベント時に
利用できるようにします。
・メインエントランス付近には、一般車両用の車寄せを設置し
ます。また、車寄せの近くの庇の下に思いやり駐車場を2台
分確保することで、車椅子をご利用の方でも雨に濡れず安心
して来庁できるようにします。
・1 階南側倉庫とごみ置場にパッカー車やトラックが横付けで
きるスペースと搬入用の駐車スペースを設置します。
・駐輪場 ( 自転車、バイク ) は庁舎東側に集中設置し、自転
車70台、バイク50台を確保します。

▲

▲

▲

▲

多目的ホール

エントランスホール

倉
庫

倉庫（車庫用）

倉庫

福祉センター

記念碑・記念樹

ごみ置場

守衛室

料金所

市
長
車

議
長
車

マ
イ
ク
ロ

報道 報道

報道

報道

議会

議会

議会

議会

議会

議会

議会

議会

議会

議会

議会

議会

議会

議会車両出入口
▽

来庁者用駐車場（63台）来庁者用駐車場（63台）

臨時駐車場臨時駐車場

福祉センター
来庁者用駐車場（9台）

福祉センター
来庁者用駐車場（9台）

公用車駐車場（70台）
議会（14台）・報道（4台）

車両出入口
▽常時閉鎖

常時閉鎖

常時閉鎖

常
時
閉
鎖

ごぼう
プラザ

ごぼう
プラザ

国
道
　 

号

市道

42

電話
BOXバス

停

駐輪場
バイク50台

駐輪場
自転車70台

連携

来庁者駐車場

来庁者
駐車場

議会用駐車場

議会用

まとまったスペースの確保

現況 新庁舎建設後

公用車
駐車場

公用車
駐車場

公用車
駐車場

本庁舎

新庁舎

議会棟

３. 配置計画

3 . 配置計画
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北 南

議
会
議
会

窓
口・執
務

窓
口・執
務

エ
ン
ト
ラ
ン
ス

エ
ン
ト
ラ
ン
ス

中会議室

特別職
関連諸室

書庫・倉庫

書庫・倉庫

議場

議会関連
諸室議会関連

諸室

展望ロビー

委員会室

エントランス
ホール

ごぼう
プラザ

守衛室

作業員
控室

階段

階段

階段

階段

階段

倉庫

ごみ置場

多目的
ホール

大会議室

大会議室

執務室

執務室

執務室

市民協働
エリア

執務室

執務室

待合

待合

待合

機械室

議場上部

ホバリング
スペース

屋上機械置場

EV
階段

EV
階段

WC

EV
階段

WC

EV
階段

WC

EV
階段

WC

EV
階段

WC

WC

多目的的多目目的的
連携

う
ザザ

多多
ホホ
多多

FF２２

FF11

FF44

FF33

FFRR

FFPHPH

FF55

エントランスホール
・多目的ホール 倉庫

ごぼう
プラザ

執務室

執務室執務室

免
震
層

免震装置
受水槽

雑用水槽・雨水貯留槽

窓口

執務室

待合

廊下

執務室

特別室関連諸室

議会関連諸室

屋上機械置場

ホバリングスペース

議場・展望ロビー
(一時避難場所)

緊急排水槽

津波
基準水位
▼(3.5m)

▽GL

FR

F5

F4

F3

F2

F1

共用 執務・窓口 特別職 書庫・倉庫 議会諸室 市民協働 WC・階段など セキュリティライン凡例

明快なセキュリティ明快なセキュリティ開放エリア開放エリア
54ｍ54ｍ

2
7
ｍ

2
7
ｍ

EV
階段
WC

コア コア

階段
書庫
倉庫

中廊下型

まとまった執務空間

執務・窓口

市民
協働

明快な施設構成により、利便性の高い庁舎づくりを行います。

・津波被害を最小限に抑えるため、庁舎の主要な機能は2階以上に配置します。

・１階はエントランス空間とし、情報発信スペースや多目的ホールを配置します。

・市民の利用頻度の高い窓口機能は２階に配置します。３階は主に執務エリア、４階には市長室をはじめとする執務エリアとし、災
害対策本部に転換する会議室や関連諸室を集約し、災害時の緊密な連携を可能にします。

・５階は議場をはじめとする議会関連諸室を配置します。災害時には展望ロビー等を一時避難場所として利用可能な計画とします。

・屋上には設備機器を配置するほか、緊急ヘリに対応できるホバリングスペースを設けます。

フロア構成

・両サイドコアを採用し、まとまった執務空間を確保します。

・オープンフロアの執務エリアとし、視認性を高めるとともに、各部・
各課相互の業務連携の効率化を図ります。

・北西部（国道沿い）には市民協働スペースとして多目的に利用
可能な会議室を設けます。

・各階明快なセキュリティラインを形成し、将来的な休日・夜間の
市民利用を可能にします。

・南海トラフ巨大地震に備え庁舎の主要機能を維持できるよ
う、中間層免震構造を採用します。

・南海トラフ巨大地震後に起こるとされている津波の津波基準
水位3.5ｍに備え、メインフロアとなる窓口フロアを2 階とし、
2階のフロア高さは1階から7.5ｍの高さとします。

基本方針

・階高は１階：7.5m、２階から上層階を4.2mとします。

・主要な執務室の天井高さは2.7mとします。

大空間となる議場は 5.5ｍ、１階：多目的ホールは 3.0m を
確保します。

階高・天井高の設定

・2 階床下の免震層を利用して、消火水槽、雑用水槽、雨水
貯留槽、緊急排水槽を設置します。

2 階床下 (免震層 )の有効利用

平面ゾーニングの考え方

▲平面ゾーニングの考え方

▲断面構成の考え方

▲各階フロア構成

1 _04. 平面・断面計画

3m

2.7m

7
.5
m

4
.2
m

5.5m

平面計画

断面計画

４

4. 平面・断面計画

. 平面・断面計画
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北 南

震度６強

凡例

震度６弱

震度５強

計画地

南海トラフ巨大地震時の
最大震度予測

計画地

10m以上
凡例：地面からの津波高さ

5ｍ以上10ｍ未満
2ｍ以上5ｍ未満
1ｍ以上2ｍ未満

南海トラフ巨大地震時の
津波浸水深予測

1以上2ｍ未満
凡例：内外水氾濫時の浸水深

0.5 以上1ｍ未満
0.5ｍ未満
該当なし

計画地

内外水氾濫時の
浸水深予測

RC
造

▲
津波
基準水位
3.5ｍ

コア

免震装置

主
要
な

庁
舎
機
能中間層免震

1F

2F
3F
4F
5F

コア

2

1

3

+0.5ｍ

±0

+3.5ｍ

道路面から
１Fレベルを
50㎝上げる

1

 　津波基準水位(3.5m)は
波が建物に当たり、上に吹き
上がった最高高さで津波浸水
深よりも高い。
(和歌山県ＨＰ：「津波災害
警戒区域の指定について」より)

3

2 1階外壁面にRC造腰壁や
出入口の防潮板を設置

破損

中間層免震
とし免震装置
の浸水を防ぐ

▼2F

▼1F

▼浸
水
レ
ベ
ル

▼

▼ 50cm

ガラス面
飛散防止
フィルム

バルコニー

万が一、
ガラスが
破損しても
バルコニーに
落下する

飛来物による
被害防止

既存
行政棟

既存議会棟

※和歌山県HP「津波災害警戒区域の指定について」より

計画地：
津波基準水位
　　  を想定3.5m

０_00. 防災（BCP）・環境配慮（ECO）計画

０_0０. タイトル

▲津波基準水位(3.5m)

▽GL

FR

F5

F4

F3

F1

F2

エントランスホール
ごぼうプラザ

執務室

雨水貯留槽

緊急排水槽
免震層

雑用水槽

窓口

車寄せ

執務室

議会関連諸室WC

議場・展望ロビー
（一時避難場所）

WC

WC

WC

ホバリングスペース

  太陽光発電パネル
（10kw相当）

：BCPに寄与する手法

凡例

：省エネルギー手法

自然採光

北側の
安定した採光

各種主要水槽の
上層階への設置

駐車場
災害活動支援スペース
として対応可能な
まとまったスペース

雨水利用

自然通風

Low-Eガラス使用
による断熱性確保

LED照明
人感センサー・昼光センサー

免震構造 受水槽の上層階への設置

庇による日射遮蔽
外装メンテナンスに利用

50cmの
マウンドアップ

約20mの液状化対策

ガラス破損時の
地上への落下防止

バルコニー（庇）

自家発電機
熱源機器等

BCP

BCP

BCP

BCP

BCP

BCP

BCP

BCP BCP

BCPBCP BCP

BCP

BCP

ECO

ECO

ECO

ECO

ECO

ECO

ECO

ECO

業務継続（BCP）計画 環境配慮（ECO）計画

計画地(御坊市)は南海トラフ巨大地震、および、それに伴う津波の被害が想定されてい
ます。さらに、近年増加傾向にある大型台風や豪雨による内水氾濫や暴風被害など、自然
災害に備えた対策が重要です。
そのため、大地震発生時の建物の損傷や設備、機能の被害を最小限に抑え、防災・災害
復興拠点として機能する庁舎づくりが求められます。
本計画では万全な防災対策と環境配慮を両立させた地域の災害対策拠点となる庁舎づ
くりを行います。自助・共助・公助の意識を育む防災啓蒙を推進する庁舎づくりを軸に、
一昨年国交省より発表された「災害拠点建築物の設計ガイドライン(案)」や「防災拠点
等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」(令和元年6月一部改訂)等も踏まえ、”市
民が安心して暮らせるまちづくり”のための「災害時継続利用型庁舎」を目指します。

・１階と２階の間に免震層を設けた中間層免震構造
とします。また、庁舎の主要機能を２階以上とし、
大地震後に基準水位 3.5ｍの津波が発生した
場合でも、津波避難ビルとしての強度を確保し、
災害応急対策機能を維持できる計画とします。

・自家発電設備等の基幹設備は屋上に設けます。

●免震構造の採用「地震と津波に対応する中間層免震構造」

・建物外周に庇（バルコニー）を設け、台風や竜巻
による強風時の飛来物によるガラスの破損や地
上への落下に備えます。

●暴風対策

・災害後に液状化が起こらないよう深さ約 20mの
地盤改良を行います。

●液状化対策

・台風や集中豪雨による内水氾濫か
ら、南海トラフ巨大地震による津波
（津波基準水位3.5ｍ）まで、浸水深
さに応じて費用対効果の高い浸水
対策を施します。
■浸水レベル１：浸水深さ50㎝に対
しては、道路面から１階床レベルを
50cm上げることで対応します。
■浸水レベル２：想定以上の浸水深
さに対しては腰壁や防潮板を設置し
対応します。
■浸水レベル３：敷地周辺の津波基
準水位(3.5m)は波が建物に当たり、
上に吹き上がった最高高さであり、津
波浸水深よりも高くなります。そのた
め津波基準水位(3.5ｍ)に達した場
合、人命を守ることを優先し、１階は
浸水することを許容します。

・太陽光発電による電力補完など、積極的に自然エネルギーを活用した庁舎づくりを
行います。

・雨水を貯留して雑用水として利用します。

・敷地内の緑化を行い、蒸散効果による熱環境に配慮します。

●水害対策 ●自然エネルギーの有効活用

・軒の深い庇（バルコニー）により、直射日光を遮りながら自然光を取入れる計画とします。

・建物の全方位から通風が確保できる窓を設けるほか、階段室を利用した重力換気
効果により自然換気を促進します。

●自然採光・自然通風

・各階の全周に庇（バルコニー）を設け、雨だれによる外装汚れの防止や窓清掃がしや
すい計画とします。

・構造体（スケルトン）と内装・設備（インフィル）を明確にし、将来の行政サービスの再
編等による間仕切り変更や改修がしやすい計画とします。

●建物の長寿命化

■計画地の自然災害想定

震度６強 津波基準水位：3.5ｍ 想定以上の内水氾濫を考慮

視認性の確保

視認性の確保

連携

市
長
室

応
接

副
市
長

サーバー
室

執務室
（防災対策課）

防災対策
本部

受水槽

・災害時にもライフラインが断絶せず応急対策
や復旧・復興の拠点として機能し続ける計画
とします。

●災害時の自立化

2

1

3

４F災害対策フロアの構成

. 業務継続（BCP）・環境配慮（ECO）計画

５. 業務継続（BCP）・環境配慮（ECO）計画

５
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総合案内図・触知サインの例キッズスペースの例車いす利用者用駐車場や「おもいやり駐車場」の例

誘導ブロックの例車椅子の方でも利用しやすいEVの例

色彩を使ったサインの例プライバシーを守るカウンターの例

多目的トイレの例

大きな文字やわかりやすいフォントを使ったサインの例

1. 敷地出入口・駐車場・敷地内通路

・敷地出入口から総合案内まで、視覚障がい者用誘導ブロッ
クを敷設
・わかりやすい駐車場サイン
・思いやり駐車場：2台設置(来庁者用駐車台数50台につき
1台)

２. 建物出入口・ホール

・建物出入口付近に庁舎案内図を設置
・守衛室を1階に配置し、休日夜間窓口として時間外
　でも対応可能

３. 廊下

・主要な廊下幅：160cm 以上
・曲がり角に目的地への誘導サインを設置

4. EV（エレベーター）・階段
※以下和歌山県福祉のまちづくり条例等の主な基準に則した計画
とします。
・EVかごの幅：140cm以上　奥行135cm 以上
・EV出入口幅：90cm 以上
・EV 乗降ロビーの有効幅及び奥行き：180cm 以上
・階段の幅：140cm 以上
・階段の蹴上：16cm 以下、踏面：30cm 以上
・手摺を両側に設置

5. 窓口カウンター

・車いす利用の方々も使いやすいローカウンター設置
・窓口特性に応じてプライバシーに配慮するカウンター
　を設置

6. トイレ・授乳室等

・フレキシブルに対応する多目的トイレを設置
・多目的トイレや一般ブースの一部にベビーチェアやベ
　ビーベッドの設置
・2階にキッズスペース(市民協働エリア)、授乳室を設置

7. サイン

・直観的に把握しやすい空間構成とするほか、色彩、
　アルファベット、ナンバリング、デジタルサイネージ
　等初めて訪れる方々にもわかりやすいサイン計画
・視覚障がい者に対応した触知及び点字案内

. ユニバーサルデザイン計画

６. ユニバーサルデザイン計画

６
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まとまった
駐車場空間

来庁者用
駐車場

公用車
駐車場

思いやり駐車場
記念碑・記念樹

マウンドアップ範囲（0.5ｍ）

福祉センター

バス停

ご
ぼ
う
プ
ラ
ザ

国
道

　

 

号
42

二輪

駐輪場

浄化槽

新本庁舎

車庫

N

基本方針
「ごぼうプラザ」を中心として御坊市らしいランドスケープデザインとします。来庁者が御
坊市や熊野の歴史が感じられる樹種等を選定し、ベンチ等によって人と人の出会いを
誘発します。また「ごぼうプラザ」に隣接した庁舎北側に多目的ホールを設置する事で
庁舎の内外で様 な々イベントに対応できるようにします。

・ごぼうプラザ
ごぼうプラザは、熊野古道の山道がイメージできるエリアとします。山採り植物や築山
を構成し、板石張りの歩道を設置します。ポイントで飛石やベンチを設けて休める場
所を確保します。西側の国道出入り口も板石張りとして南北のごぼうプラザを繋げます。

・駐車場スペースの有効利用
新庁舎建設によって来庁者用と公用車の駐車場を庁舎北側に集約する事でお祭など
のイベント時や、災害時にトリアージ等ができる大きな空間として活用する事ができます。

・記念碑・記念樹の継承
現在敷地内にある記念碑と記念樹に関しては継承し今後は庁舎北東部に配置します。

「マンホールトイレ」を設置。災害時に活躍。

ごぼうプラザのイメージ
常時はベンチ等があり、木陰の休憩スペース
として利用可能。

イベント時は出店やそれに伴ってテラス席に
なったり、建物内外の連携で利用可能。

左：普段の状態
右：マンホールトイレとして利用した状態

高木：イロハモミジ

和田勇記念碑

全体配置図

記念樹

山採り植物イメージ

築山＋景石イメージ

植栽(足元)イメージ

築山イメージ

季節の変化を
感じられる
樹種構成とする。
高木H2.5m～H6.5m
低木H0.4m～H1.0m程度

高木：ソヨゴ

山道イメージ

「飛石」を築山の間や樹木の間に配置し、
山道を抜ける小道を表現。

イベント
広場

連 

携

ご
ぼ
う
プ
ラ
ザ

ご
ぼ
う
プ
ラ
ザ

低木：アセビ

多目的
ホール

建物内外で連携利用

国
道
　 

号
42

. ランドスケープデザイン計画

７. ランドスケープデザイン計画

７
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思いやり駐車場

来庁者駐車場

公用車
駐車場

公用車
駐車場

議会用駐車場

駐車場整備

地震計
移設

記念碑

記念碑記念樹

現庁舎

倉庫

議会棟

警備員室

福祉センター

汚水処理槽

1F:駐輪場

物置

駐輪場
駐輪場

車庫
物置

バス停
電話BOX

移設

公用車
駐車場

公用車
駐車場

来庁者駐車場

思いやり駐車場

記念碑

一時通行不可

現庁舎

倉庫

議会棟

福祉センター

汚水処理槽

1F:駐輪場

新庁舎建設
浄化槽

物置

駐輪場
駐輪場

議会用
駐車場

バス停
電話BOX

来庁者駐車場

思いやり
駐車場

記念碑

現庁舎

倉庫

議会棟

福祉センター

汚水処理槽

1F:駐輪場

駐輪場
駐輪場

物置

新庁舎バス停
電話BOX 浄化槽

来庁者駐車場

思いやり
駐車場

記念碑

記念碑

福祉センター

外構整備

車庫・物置
建設

物置

新庁舎バス停
電話BOX 浄化槽

事業工程表

建替えステップ図

STEP-１ STEP-２ STEP-３ STEP-４ 整
備
事
業 

完
了

北駐車場整備 現庁舎他解体 外構整備 車庫・駐輪場等新設新庁舎建設

：解体：新設：運用中 ：工事車両動線：車両動線凡例 ：工事範囲（仮囲い） ：議員用駐車場：思いやり駐車場：公用車両用駐車場 ：来庁者用駐車場

ＮＮ ＮＮ

８. 事業工程・建替え計画

８. 事業工程・建替え計画


